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(57)【要約】
【課題】不適切なネットワーク最適化を誘発したり、負
荷及びリソース消費量が増加したりすることを回避でき
るようにする。
【解決手段】一実施形態に係る無線端末ＵＥは、記憶部
１４０と、Ｅ－ＵＴＲＡＮとの無線通信を行うことがで
きる無線通信部１１０と、Ｅ－ＵＴＲＡＮからのＲＳＲ
Ｐを測定する測定部１２０と、測定部１２０によって測
定されるＲＳＲＰに関する情報と測定時の位置情報とを
含む測定データを記憶部１４０に記録した後、記憶部１
４０に記録されている測定データをＥ－ＵＴＲＡＮに報
告するよう制御する制御部１５０とを備える。制御部１
５０は、測定部１２０によって測定されるＲＳＲＰの急
激な低下を検出すると、記憶部１４０に記録されている
全ての測定データを削除するよう制御する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　記憶部と、
　移動通信ネットワークとの無線通信を行うことができる無線通信部と、
　前記移動通信ネットワークからの受信信号状態を測定する測定部と、
　前記測定部によって測定される受信信号状態に関する情報と測定時の位置情報とを含む
測定データを前記記憶部に記録した後、前記記憶部に記録されている測定データを前記移
動通信ネットワークに報告するよう制御する制御部とを備え、
　前記制御部は、前記測定部によって測定される受信信号状態の急激な変化を検出すると
、前記記憶部に記録されている全ての測定データを削除するよう制御することを特徴とす
る無線端末。
【請求項２】
　前記受信信号状態の急激な変化とは、前記移動通信ネットワークからの受信信号の電力
レベルが所定時間内に所定量低下したことであることを特徴とする請求項１に記載の無線
端末。
【請求項３】
　前記制御部は、記録条件に従って、前記測定データを前記記憶部に記録するよう制御し
、
　前記記録条件は、前記受信信号の電力レベルが閾値を下回ってから一定時間に渡って記
録を行うことであり、
　前記所定時間は、前記一定時間よりも短いことを特徴とする請求項２に記載の無線端末
。
【請求項４】
　前記受信信号状態の測定及び前記測定データの記録は、前記無線端末が待ち受け中の状
態において行われることを特徴とする請求項１～３の何れか一項に記載の無線端末。
【請求項５】
　移動通信ネットワークとの無線通信を行うことができる無線端末を制御する制御方法で
あって、
　前記移動通信ネットワークからの受信信号状態を測定するステップと、
　前記測定するステップで測定される受信信号状態に関する情報と測定時の位置情報とを
含む測定データを記憶部に記録するステップと、
　前記測定するステップで測定される受信信号状態が急激な変化を示した場合に、前記記
憶部に記録されている全ての測定データを削除するステップとを備えることを特徴とする
制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＭＤＴをサポートする無線端末及び制御方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　移動通信システムでは、基地局のエリア内にビルが設置される等の理由で該エリア内の
受信信号状態（例えば受信電力や受信品質）が変化するため、オペレータは、測定機材を
搭載した測定用車両を使用して、受信信号状態の測定を行いながら測定時の位置情報を収
集するドライブテストを行っている。
【０００３】
　このようなドライブテストにより、オペレータは、受信信号状態の劣化する位置又はエ
リア（すなわち、カバレッジ問題）を発見すると、発見したカバレッジ問題を解消するた
めのネットワーク最適化を行う。ここでネットワーク最適化とは、例えば基地局のパラメ
ータを変更したり、新たに基地局を設置したりすることを意味する。
【０００４】
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　ドライブテストは工数が多く且つ費用が高いという課題があるため、移動通信システム
の標準化プロジェクトである３ＧＰＰ（3rd Generation Partnership Project）では、ユ
ーザが所持する無線端末を使用して受信信号状態の測定及び位置情報の収集を自動化する
ためのＭＤＴ（Minimization of Drive Test）の仕様策定が進められている（非特許文献
１及び２参照）。
【０００５】
　ＭＤＴを行うよう設定（Configuration）された無線端末は、受信信号状態を測定し、
該測定の結果に関する情報と測定時の位置情報とを含む測定データを移動通信ネットワー
クに報告する。無線端末が通信実行中に行うＭＤＴは即座報告型（Immediate MDT）と称
されており、無線端末が待ち受け中に行うＭＤＴは記録型（Logged MDT）と称されている
。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】3GPP TR 36.805 V9.0.0:“Study on Minimization of drive-tests in 
Next Generation Networks”, 2009-12
【非特許文献２】3GPP TS 37.320 V10.0.0: “Radio measurement collection for Minim
ization of Drive Tests (MDT); Overall description; Stage 2”, 2010-12
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ところで、カバレッジ問題の中には、受信信号状態が劣化する要因によっては、通常の
ネットワーク最適化を行っても解消できないものがある。例えば、無線端末がエレベータ
内に移動してその扉が閉まる際に受信信号状態が急激に劣化するという問題は、通常のネ
ットワーク最適化を行っても解消できない。
【０００８】
　従って、そのようなカバレッジ問題はネットワーク最適化の対象外とすることが好まし
いが、現在のＭＤＴの仕様では、そのようなカバレッジ問題に関する測定データも無線端
末から移動通信ネットワークに報告されてしまうため、不適切なネットワーク最適化を誘
発する虞がある。また、そのような不要な測定データを移動通信ネットワークに報告する
ことによって、無線端末の負荷及び無線リソースの消費量が増加することは好ましくない
。
【０００９】
　そこで、本発明は、不適切なネットワーク最適化を誘発したり、負荷及びリソース消費
量が増加したりすることを回避できる無線端末及び制御方法を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上述した課題を解決するために、本発明は以下のような特徴を有している。
【００１１】
　まず、本発明に係る無線端末の特徴は、記憶部（記憶部１４０）と、移動通信ネットワ
ーク（例えばＥ－ＵＴＲＡＮ１０）との無線通信を行うことができる無線通信部（無線通
信部１１０）と、前記移動通信ネットワークからの受信信号状態を測定する測定部（測定
部１２０）と、前記測定部によって測定される受信信号状態に関する情報と測定時の位置
情報とを含む測定データを前記記憶部に記録した後、前記記憶部に記録されている測定デ
ータを前記移動通信ネットワークに報告するよう制御する制御部（制御部１５０）とを備
え、前記制御部は、前記測定部によって測定される受信信号状態の急激な変化（例えば、
劣化）を検出すると、前記記憶部に記録されている全ての測定データを削除するよう制御
することを要旨とする。
【００１２】
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　このような特徴によれば、無線端末は、受信信号状態の急激な変化を検出すると、記憶
部に記録されている全ての測定データを削除する。その結果、例えば無線端末がエレベー
タ内に移動してその扉が閉まる際に受信信号状態が急激に劣化するというカバレッジ問題
に関する測定データを移動通信ネットワークに報告しないで済むようになり、該カバレッ
ジ問題をネットワーク最適化の対象外とすることができる。従って、上記特徴に係る無線
端末は、不適切なネットワーク最適化を誘発したり、負荷及びリソース消費量が増加した
りすることを回避できる。また、記憶部の記憶容量を節約することができる。
【００１３】
　本発明に係る無線端末の他の特徴は、上記特徴において、前記受信信号状態の急激な変
化とは、前記移動通信ネットワークからの受信信号の電力レベルが所定時間内に所定量低
下したことであることを要旨とする。
【００１４】
　本発明に係る無線端末の他の特徴は、上記特徴において、前記制御部は、記録条件に従
って、前記測定データを前記記憶部に記録するよう制御し、前記記録条件は、前記受信信
号の電力レベルが閾値を下回ってから一定時間に渡って記録を行うことであり、前記所定
時間は、前記一定時間よりも短いことを要旨とする。
【００１５】
　本発明に係る無線端末の他の特徴は、上記特徴において、前記受信信号状態の測定及び
前記測定データの記録は、前記無線端末が待ち受け中の状態において行われることを要旨
とする。
【００１６】
　本発明に係る制御方法の特徴は、移動通信ネットワークとの無線通信を行うことができ
る無線端末を制御する制御方法であって、前記移動通信ネットワークからの受信信号状態
を測定するステップと、前記測定するステップで測定される受信信号状態に関する情報と
測定時の位置情報とを含む測定データを記憶部に記録するステップと、前記測定するステ
ップで測定される受信信号状態が急激な劣化を示した場合に、前記記憶部に記録されてい
る全ての測定データを削除するステップとを備えることを要旨とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、不適切なネットワーク最適化を誘発したり、負荷及びリソース消費量
が増加したりすることを回避できる無線端末及び制御方法を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施形態に係る移動通信システムの全体概略構成図である。
【図２】本発明の実施形態に係る無線端末の構成を示すブロック図である。
【図３】ＲＳＲＰの急激な低下を検出する動作を説明するための図である。
【図４】本発明の実施形態に係る無線端末の動作を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　図面を参照して、本発明の実施形態について、（１）移動通信システムの概要、（２）
無線端末の構成、（３）無線端末の動作、（４）実施形態の効果、（５）その他の実施形
態の順に説明する。以下の実施形態における図面において、同一又は類似の部分には同一
又は類似の符号を付す。
【００２０】
　（１）移動通信システムの概要
　図１は、本実施形態に係る移動通信システム１の全体概略構成図である。移動通信シス
テム１は、３ＧＰＰで仕様が策定されているＬＴＥ（Long Term Evolution）に基づいて
構成されており、上述したLogged MDTをサポートする。
【００２１】
　図１に示すように、移動通信システム１は、無線端末ＵＥと、Ｅ－ＵＴＲＡＮ（Evolve
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d-UMTS Terrestrial Radio Access　Network）１０と、移動管理装置ＭＭＥ／ゲートウェ
イ装置Ｓ－ＧＷと、保守監視装置ＯＡＭとを有する。Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０は、複数の基地
局ｅＮＢによって構成される移動通信ネットワークである。
【００２２】
　無線端末ＵＥは、ユーザが所持する可搬型の無線通信装置である。無線端末ＵＥは、Ｅ
－ＵＴＲＡＮ１０を構成する何れかの基地局ｅＮＢに接続（中継装置を介して接続する場
合、または中継装置と接続する場合を含む）し、該基地局ｅＮＢを介して通信先との通信
を実行可能に構成されている。無線端末ＵＥが通信実行中の状態はコネクテッドモードと
称され、無線端末ＵＥが待ち受け中の状態はアイドルモードと称される。
【００２３】
　各基地局ｅＮＢは、オペレータによって設置される固定型の無線通信装置であり、無線
端末ＵＥとの無線通信を行うように構成される。各基地局ｅＮＢは、移動管理装置ＭＭＥ
／ゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷとの通信、及び保守監視装置ＯＡＭとの通信を、バックホー
ルを介して行う。
【００２４】
　移動管理装置ＭＭＥは無線端末ＵＥに対する各種モビリティ制御を行うように構成され
、ゲートウェイ装置Ｓ－ＧＷは無線端末ＵＥが送受信するユーザデータの転送制御を行う
ように構成される。
【００２５】
　保守監視装置ＯＡＭは、オペレータによって設置されるサーバ装置であり、Ｅ－ＵＴＲ
ＡＮ１０の保守及び監視を行うように構成される。
【００２６】
　本実施形態では、無線端末ＵＥの接続先の基地局ｅＮＢは、例えば保守監視装置ＯＡＭ
からの指示に応じて、Logged MDTを無線端末ＵＥに設定するための情報を無線端末ＵＥに
送信する。
【００２７】
　Logged MDTを行うよう設定された無線端末ＵＥは、アイドルモードにおいてＥ－ＵＴＲ
ＡＮ１０からの受信信号状態を測定して記録し、アイドルモードからコネクテッドモード
に移行する際に測定データをＥ－ＵＴＲＡＮ１０に報告する。以下においては、無線端末
ＵＥが測定データを適宜生成する処理を「測定収集」と称する。
【００２８】
　また、本実施形態では、受信信号状態の１つの指標としての参照信号受信電力（ＲＳＲ
Ｐ）を使用するが、ＲＳＲＰと共に参照信号受信品質（ＲＳＲＱ）を使用してもよい。
【００２９】
　測定データは、測定の結果に関する情報と、測定時の位置情報とを含む。測定の結果に
関する情報とは、例えば１又は複数の基地局ｅＮＢのセル毎のＲＳＲＰを示す情報である
。位置情報とは、無線端末ＵＥがＧＰＳ／ＧＮＳＳ機能を有している場合にはＧＰＳ／Ｇ
ＮＳＳ位置情報であり、無線端末ＵＥがＧＰＳ受信機能を有していない場合にはＲＦフィ
ンガープリント情報である。
【００３０】
　無線端末ＵＥからの測定データを受信した基地局ｅＮＢは、受信した測定データを保守
監視装置ＯＡＭに転送する。保守監視装置ＯＡＭは、このようにして得られた測定データ
に基づいてカバレッジ問題を発見すると、発見したカバレッジ問題を、オペレータに通知
する、もしくは解消するためのネットワーク最適化を行う。
【００３１】
　Logged MDTを無線端末ＵＥに設定する際、設定を行う基地局ｅＮＢは、Logged MDTに係
る各種パラメータを指定することができる。本実施形態では、設定を行う基地局ｅＮＢは
、Logged MDTのパラメータの１つである記録条件（Logging trigger）を指定するものと
する。記録条件とは、無線端末ＵＥが測定データを記録するトリガを意味する。
【００３２】
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　カバレッジ問題の中には、ＲＳＲＰが劣化する要因によっては、通常のネットワーク最
適化を行っても解消できないものがある。例えば、無線端末ＵＥがエレベータ内に移動し
てその扉が閉まる際にＲＳＲＰが急激に劣化するという問題は、通常のネットワーク最適
化を行っても解消できない。従って、そのようなカバレッジ問題はネットワーク最適化の
対象外とすることが好ましい。
【００３３】
　そこで、本実施形態では、Logged MDTを行うよう設定された無線端末ＵＥは、アイドル
モードにおいて、ＲＳＲＰの急激な低下を検出すると、記録されている全ての測定データ
を削除する。
【００３４】
　（２）無線端末の構成
　図２は、本実施形態に係る無線端末ＵＥの構成を示すブロック図である。ここでは、無
線端末ＵＥがＧＰＳ機能を有する一例を説明する。
【００３５】
　図２に示すように、無線端末ＵＥは、アンテナ１０１と、無線通信部１１０と、測定部
１２０と、ＧＰＳ受信機１３０と、記憶部１４０と、制御部１５０と、内部タイマ１６０
と、バッテリ１７０とを有する。
【００３６】
　アンテナ１０１は、無線信号の送受信に用いられる。無線通信部１１０は、例えば無線
周波数（ＲＦ）回路やベースバンド（ＢＢ）回路等を用いて構成され、アンテナ１０１を
介して無線通信を行うように構成される。送信については、無線通信部１１０は、制御部
１５０から入力される送信信号の符号化及び変調を行った後、アップコンバート及び増幅
を行ってアンテナ１０１に出力する。受信については、無線通信部１１０は、アンテナ１
０１から入力される受信信号の増幅及びダウンコンバートを行った後、復調及び復号を行
って制御部１５０に出力する。
【００３７】
　測定部１２０は、Ｅ－ＵＴＲＡＮ１０から無線通信部１１０が受信した無線信号（具体
的には、参照信号）の受信電力レベル、すなわちＲＳＲＰを測定し、測定したＲＳＲＰ（
以下、「ＲＳＲＰ測定値」と称する）を制御部１５０に出力する。
【００３８】
　ＧＰＳ受信機１３０は、ＧＰＳ衛星からの信号を受信し、ＧＰＳによる位置情報を制御
部１５０に出力する。
【００３９】
　記憶部１４０は、例えばメモリを用いて構成され、無線端末ＵＥの制御等に用いられる
各種の情報を記憶する。記憶部１４０は、ＲＳＲＰの急激な低下等を検出するための各種
閾値と、Logged MDTに関する設定情報とを記憶する。本実施形態では、各種閾値には、Ｒ
ＳＲＰ閾値Ａと、ＲＳＲＰ閾値Ｂと、内部タイマ閾値Ａと、内部タイマ閾値Ｂとが含まれ
る。各閾値の詳細については後述する。
【００４０】
　制御部１５０は、例えばＣＰＵを用いて構成され、無線端末ＵＥが備える各種の機能を
制御する。制御部１５０は、記憶部１４０に記憶されている設定情報に従って、測定部１
２０から入力されるＲＳＲＰ測定値とＧＰＳ受信機１３０から入力される位置情報とを対
応付けた測定データを生成し、生成した測定データを記憶部１４０に記録するよう制御す
る。そして、制御部１５０は、アイドルモードからコネクテッドモードに移行する際に、
記憶部１４０に記録されている測定データを無線通信部１１０からＥ－ＵＴＲＡＮ１０に
報告するよう制御する。
【００４１】
　本実施形態では、設定情報に含まれる記録条件としてServing cell becomes worse tha
n threshold(SCBWTT)を使用する。記録条件としてのＳＣＢＷＴＴは、サービングセルに
ついてのＲＳＲＰ測定値がＲＳＲＰ閾値Ａを下回ってから一定時間に渡って記録を行うも



(7) JP 2012-191260 A 2012.10.4

10

20

30

40

50

のである。該一定時間は、内部タイマ閾値Ａにより規定される。
【００４２】
　内部タイマ１６０は、制御部１５０がＲＳＲＰの急激な低下を検出するために使用され
る。内部タイマ１６０は、制御部１５０によって、ＲＳＲＰ測定値がＲＳＲＰ閾値Ａを下
回った際に起動される。内部タイマ１６０は、起動した後は、時間経過に従って増加する
タイマ値を制御部１５０に出力する。
【００４３】
　バッテリ１７０は、無線端末ＵＥの各ブロックに供給されるべき電力を蓄える。
【００４４】
　このように構成された無線端末ＵＥにおいて、制御部１５０は、Logged MDTを実行中に
、内部タイマ１６０から入力されるタイマ値と記憶部１４０に記憶されている各種閾値と
を用いて、測定部１２０からのＲＳＲＰ測定値の急激な低下を検出する。本実施形態では
、ＲＳＲＰ測定値の急激な低下とは、ＲＳＲＰ測定値が、内部タイマ閾値Ｂに対応する所
定時間内に、ＲＳＲＰ閾値ＡとＲＳＲＰ閾値Ｂとの差に対応する所定量低下したことを意
味する。ここで、内部タイマ閾値Ｂに対応する所定時間は、内部タイマ閾値Ａに対応する
一定時間よりも短い時間に設定されている。
【００４５】
　さらに、制御部１５０は、ＲＳＲＰ測定値の急激な低下を検出すると、記憶部１４０に
記録されている全ての測定データを削除するよう制御する。
【００４６】
　図３は、ＲＳＲＰ測定値の急激な低下を検出する動作を説明するための図である。同図
では検出概念を説明する為に、ＲＳＲＰが時間経過に対して単調に減少している様子を示
している。
【００４７】
　図３に示すように、制御部１５０は、ＲＳＲＰ測定値がＲＳＲＰ閾値Ａを下回った時間
から、ＲＳＲＰ測定値がＲＳＲＰ閾値Ｂを下回った時間までの時間差であるΔtを用いて
、ＲＳＲＰの急激な低下を検出する。
【００４８】
　制御部１５０は、ＲＳＲＰ測定値がＲＳＲＰ閾値Ａを下回った際に内部タイマ１６０を
起動させ、ＲＳＲＰ測定値がＲＳＲＰ閾値Ｂを下回った場合に内部タイマ１６０のタイマ
値を確認することでΔtを測定する。ΔtがＲＳＲＰ閾値Ｂ以下である場合は、ＲＳＲＰが
急激に低下したと判断することができる。
【００４９】
　（３）無線端末の動作
　図４は、本実施形態に係る無線端末ＵＥの動作を示すフローチャートである。本フロー
は、無線端末ＵＥが、Logged MDTを行うようにＥ－ＵＴＲＡＮ１０から設定された後、ア
イドルモードに移行した際に開始される。まず、本フローが開始されると、制御部１５０
は、ＲＳＲＰを常時測定するよう測定部１２０を制御する。
【００５０】
　図４に示すように、ステップＳ３０１において、制御部１５０は、内部タイマ１６０を
リセットする。
【００５１】
　ステップＳ３０２において、制御部１５０は、無効データ存在フラグをリセットする。
無効データ存在フラグは、無効な測定データを特定するためのフラグである。
【００５２】
　ステップＳ３０３において、制御部１５０は、測定部１２０から入力されるＲＳＲＰ測
定値を確認する。
【００５３】
　ステップＳ３０４において、制御部１５０は、ステップＳ３０３で確認したＲＳＲＰ測
定値をＲＳＲＰ閾値Ａと比較する。ステップＳ３０３で確認したＲＳＲＰ測定値がＲＳＲ
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Ｐ閾値Ａを超えている場合には、制御部１５０は処理をステップＳ３０３に戻す。これに
対し、ステップＳ３０３で確認したＲＳＲＰ測定値がＲＳＲＰ閾値Ａ以下である場合には
、制御部１５０は処理をステップＳ３０５に進める。
【００５４】
　ステップＳ３０５において、制御部１５０は、内部タイマ１６０を起動する。また、ス
テップＳ３０６において、制御部１５０は、測定収集を開始する。さらに、ステップＳ３
０７において、制御部１５０は、測定データの記録を開始する。
【００５５】
　ステップＳ３０８において、制御部１５０は、測定部１２０から入力されるＲＳＲＰ測
定値を確認する。
【００５６】
　ステップＳ３０９において、制御部１５０は、内部タイマ１６０から入力されるタイマ
値を確認する。
【００５７】
　ステップＳ３１０において、制御部１５０は、ステップＳ３０８で確認したＲＳＲＰ測
定値をＲＳＲＰ閾値Ａと比較する。ステップＳ３０８で確認したＲＳＲＰ測定値がＲＳＲ
Ｐ閾値Ａを超えている場合には、制御部１５０は処理をステップＳ３１５に進める。これ
に対し、ステップＳ３０８で確認したＲＳＲＰ測定値がＲＳＲＰ閾値Ａ以下である場合に
は、制御部１５０は処理をステップＳ３１１に進める。
【００５８】
　ステップＳ３１１において、制御部１５０は、ステップＳ３０９で確認したタイマ値を
内部タイマ閾値Ａと比較する。ステップＳ３０９で確認したタイマ値が内部タイマ閾値Ａ
を超えている場合には、制御部１５０は処理をステップＳ３１５に進める。これに対し、
ステップＳ３０９で確認したタイマ値が内部タイマ閾値Ａ以下である場合には、制御部１
５０は処理をステップＳ３１２に進める。
【００５９】
　一方、ステップＳ３１２において、制御部１５０は、ステップＳ３０８で確認したＲＳ
ＲＰ測定値をＲＳＲＰ閾値Ｂと比較する。ステップＳ３０８で確認したＲＳＲＰ測定値が
ＲＳＲＰ閾値Ｂを超えている場合には、制御部１５０は処理をステップＳ３０８に戻す。
これに対し、ステップＳ３０８で確認したＲＳＲＰ測定値がＲＳＲＰ閾値Ｂ以下である場
合には、制御部１５０は処理をステップＳ３１３に進める。
【００６０】
　ステップＳ３１３において、制御部１５０は、ステップＳ３０９で確認したタイマ値を
内部タイマ閾値Ｂと比較する。ステップＳ３０９で確認したタイマ値が内部タイマ閾値Ｂ
を超えている場合には、制御部１５０は処理をステップＳ３０８に戻す。これに対し、ス
テップＳ３０９で確認したタイマ値が内部タイマ閾値Ｂ以下である場合には、ＲＳＲＰ測
定値が急激に低下したことになるため、制御部１５０は処理をステップＳ３１４に進める
。
【００６１】
　ステップＳ３１４において、制御部１５０は、無効データ存在フラグを記憶する。
【００６２】
　ステップＳ３１５において、制御部１５０は、測定収集を終了する。また、ステップＳ
３１６において、制御部１５０は、測定データの記録を終了する。
【００６３】
　ステップＳ３１７において、制御部１５０は、無効データ存在フラグの有無に応じて、
無効な測定データの有無を確認する。無効データ存在フラグが有る場合、すなわち、無効
な測定データが有る場合には、制御部１５０は処理をステップＳ３１８に進める。これに
対し、無効データ存在フラグが無い場合、すなわち、無効な測定データが無い場合には、
制御部１５０は処理をステップＳ３０１に戻す。
【００６４】
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　ステップＳ３１８において、制御部１５０は、記憶部１４０に記憶されている全ての測
定データを削除する。その後、処理をステップＳ３０１に戻す。なお、測定データを削除
するタイミングは、アイドルモードからコネクテッドモードに移行する前であれば、どの
タイミングであってもよい。
【００６５】
　（４）実施形態の効果
　以上説明したように、本実施形態によれば、Logged MDTを行うよう設定された無線端末
ＵＥは、アイドルモードにおいて、ＲＳＲＰ測定値の急激な低下を検出すると、記憶部１
４０に記憶されている全ての測定データを削除するよう制御する。
【００６６】
　その結果、例えば無線端末ＵＥがエレベータ内に移動してその扉が閉まる際にＲＳＲＰ
が急激に低下するというカバレッジ問題に関する測定データを、コネクテッドモードに移
行した際にＥ－ＵＴＲＡＮ１０に報告しないで済むようになり、該カバレッジ問題をネッ
トワーク最適化の対象外とすることができる。
【００６７】
　従って、本実施形態に係る無線端末ＵＥは、不適切なネットワーク最適化を誘発したり
、負荷及びリソース消費量が増加したりすることを回避できる。
【００６８】
　本実施形態では、内部タイマ閾値Ｂに対応する所定時間は、内部タイマ閾値Ａに対応す
る一定時間よりも短い時間に設定されている。これにより、記録期間が終了する前にＲＳ
ＲＰ測定値の急激な低下を検出することができるため、測定収集を適切に中止することが
できる。
【００６９】
　（５）その他の実施形態
　上記のように、本発明は実施形態によって記載したが、この開示の一部をなす論述及び
図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示から当業者には様
々な代替実施形態、実施例及び運用技術が明らかとなる。
【００７０】
　上述した実施形態では、ＲＳＲＰ測定値がＲＳＲＰ閾値Ａを下回ってから測定収集を開
始していたが、ＲＳＲＰ測定値がＲＳＲＰ閾値Ａを下回る以前の測定データもＥ－ＵＴＲ
ＡＮ１０に報告する必要がある場合は、ステップＳ３０１以降であって且つステップＳ３
０５以前において測定収集を行ってもよい。
【００７１】
　上述した実施形態では、タイムアウト以前に受信信号状態が改善した場合には測定収集
を中止していた。しかしながら、内部タイマ値が内部タイマ閾値Ａを超える以前にＲＳＲ
Ｐ測定値がＲＳＲＰ閾値Ａを上回った場合に、即座に測定収集を終了せずにタイムアウト
となるまで測定収集を継続してもよい。
【００７２】
　上述した実施形態では、ＲＳＲＰ測定値がＲＳＲＰ閾値Ａを下回った時間からＲＳＲＰ
閾値Ｂを下回った時間までの時間差であるΔtを内部タイマ１６０を用いて取得し、Δtが
内部タイマ閾値Ｂ以下であるか否かに応じて、ＲＳＲＰ測定値が急激に低下したか否かを
判定していた。しかしながら、このような判定基準に限らず、ある一定時間におけるＲＳ
ＲＰ変化量から算出される変化の傾きを判定基準にしても良い。例えば、ある一定時間内
でのＲＳＲＰ測定値の低下量を取得し、該低下量を閾値と比較し、該低下量が該閾値を超
えた場合にＲＳＲＰ測定値が急激に低下したと判定してもよい。
【００７３】
　上述した実施形態では、記録条件としてＳＣＢＷＴＴを使用していたが、ＳＣＢＷＴＴ
に限らず、PeriodicやTransmit power headroom becomes less than threshold等の他の
記録条件を使用してもよい。Periodicとは、周期的に記録を行うという記録条件であり、
Transmit power headroom becomes less than thresholdとは、送信電力余裕が閾値を下
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【００７４】
　以下においては、３ＧＰＰで仕様が策定されているＬＴＥに基づいて構成される移動通
信システムを例に説明したが、ＬＴＥに限らず、Ｗ－ＣＤＭＡ（Wideband Code Division
 Multiple Access）等の他の移動通信システムに対して本発明を適用してもよい。
【００７５】
　このように本発明は、ここでは記載していない様々な実施形態等を包含するということ
を理解すべきである。したがって、本発明はこの開示から妥当な特許請求の範囲の発明特
定事項によってのみ限定されるものである。
【符号の説明】
【００７６】
　ＵＥ…無線端末、ｅＮＢ…基地局、ＭＭＥ…移動管理装置、ＯＡＭ…保守監視装置、Ｓ
－ＧＷ…ゲートウェイ装置、１…移動通信システム、１０…Ｅ－ＵＴＲＡＮ、１０１…ア
ンテナ、１１０…無線通信部、１２０…測定部、１３０…ＧＰＳ受信機、１４０…記憶部
、１５０…制御部、１６０…内部タイマ、１７０…バッテリ

【図１】 【図２】

【図３】
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